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事務職員の現状と
求める事務職員像について

熊本県教育委員会

教育総務局 学校人事課

令和４年熊本県学校事務研究大会 熊本県内の公立学校に勤務する事務職員の年齢構成
※令和4年5月現在 ※熊本市除く ※臨時的任用職員を除く
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熊本県の「教育行政・教育事務」採用状況
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事務職員の法的な動き等

事務職員は、学校における基幹的職員であり、小中学校等で原則必置（学
校教育法第37条第1項）。

事務職員は、事務をつかさどり（学校教育法第37条14号）、学校組織に
おける唯一の総務・財務等に通じる専門職。

平成29年3月に学校教育法の一部改正により事務職員の職務規定を見直し
（「事務に従事する」→「事務をつかさどる」）。

学校組織マネジメントの中核となる校長・教頭等の業務負担が増加するな
どの状況にあって、学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるよ
うにするため、事務職員がその専門性を生かして 学校の事務を一定の責
任をもって自己の担任事項として処理し、より主体的・積極的に校務運営
に参画することが求められている。

※ 平成30年4月25日 文部科学省 学校における働き方改革特別部会資料より
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熊本県の学校を取り巻く現状

平成２８年熊本地震（死者268名、負傷者2,736名、住宅の全壊半壊43,031棟 ※R4.2.10現在）

※県立中は高校と一体でカウント ※大規模災害発生時における学校再開と心のケアハンドブックより

児童生徒及び教職員の被害状況

小学校 中学校 高校
特別
支援

計

児童
生徒

重症 6 1 5 0 12

軽傷 35 39 59 6 139

教職員

重症 2 0 0 0 2

軽傷 42 15 3 1 61

計 85 55 67 7 214

被災した学校数

小学校 中学校 高校 特別支援 計

県立
学校

全校数 - - 54 17 71

被災校数 - - 43 14 57

割合
（％） - - 79.6 82.4 80.3

市町村
立学校

全校数 365 162 2 1 530

被災校数 221 112 2 1 336

割合
（％） 60.5 69.1 100 100 63.4

計

全校数 365 162 56 18 601

被災校数 221 112 45 15 393

割合
（％） 60.5 69.1 80.4 83.3 65.4

令和２年7月豪雨（死者65名、負傷者50名、住宅の全壊半壊4,609棟 R4.2.3現在）

※県立中は高校と一体でカウント ※大規模災害発生時における学校再開と心のケアハンドブックより

熊本県の学校を取り巻く現状

被災した学校数

小学校 中学校 高校 特別支援 計

県立
学校

全校数 - - 50 18 68

被災校数 - - 4 1 5

割合
（％） - - 8.0 5.6 7.4

市町村立学
校

全校数 340 159 2 3 504

被災校数 10 5 0 0 15

割合
（％） 2.9 3.2 0 0 3.0

計

全校数 340 159 52 21 572

被災校数 10 5 4 1 20

割合
（％） 2.9 3.2 7.7 4.8 3.5

熊本県の学校を取り巻く現状

避難所運営

児童生徒の転出入事務

紛失した教科書の給与事務

大幅に件数が増加した就学援助事務

被災した教職員の住居、通勤、扶養関係事務

被害を受けた備品、校舎施設の管理

児童生徒の心のケア

その他にも…

大規模災害からの学校再開において

事務職員が大きな役割を担った

事務職員の専門性を生かした
校務運営の必要性を改めて確認

第３期 くまもと「夢への架け橋」教育プラン

令和２年度から令和５年度までの４年間で重点的に取り組む事項

〈基本理念〉

夢を実現し、未来を創る 熊本の人づくり

子供たちの夢を育む

① 家庭教育にしっかり取り組み
ます

② 子供たちが安全・安心に学ぶ
学校をつくります

③ 貧困の連鎖を教育で断ち切り
ます

④ “生きる力”の基礎となる学力
向上を図ります

⑤ 障がいのある子供の学びを支
えます

子供たちの夢を拡げる

① 英語教育日本一を目指します

② 進学や就職の夢を叶えます

子供たちの夢を支える

① 魅力ある学校づくりを進めます

② 教員の指導力向上を図ります

③ ＩＣＴ教育日本一を目指します
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第３期 くまもと「夢への架け橋」教育プラン

今の子供たちには、グローバル化の進展や急速な技術革新など、
変化の激しい社会に対応する能力を身に付けるとともに、これ
からの社会がどんなに変化し、予測困難になっても、自ら学び、
考え、未来を切り開いていく「考える力」が必要です。

これからの新しい時代を見据え、子供たちの「考える力」を伸
ばすことで、「生きる力」をたくましく、しなやかなものにし
ていくことが求められています。

「基本理念」より

子供たちだけではなく、

教職員にも必要な考え方

熊本県教育委員会が求める事務職員（Ｈ29年度～）

本県教育委員会の

求める事務職員像

自ら考えてチャレンジし、

積極的に協同しながら、

高い意識を持って実践する職員

『くまもとの教職員像』

「認め、ほめ、励まし、伸ばす」くまもとの教職員

１教職員としての基本的資質
・教育的愛情と人権感覚
・使命感と向上心
・組織の一員としての自覚

２教職員としての専門性
・児童生徒理解と豊かな心の教育
・学習の実践的指導力
・保護者、地域住民との連携

デジタル社会における子供たちを取り巻く環境

※ 2022年4月1日 内閣府総合科学技術・イノベーション会議資料

教育・人材育成ワーキンググループSociety 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ（案）より

学校におけるＤＸ推進

ＤＸとは

※経済産業省「デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するためのガイドライン」より

Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）

• 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、

• データとデジタル技術を活用して、

• 顧客や社会のニーズを基に、

• 製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、

• 業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、

競争上の優位性を確立すること。
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教育のデジタル化のミッション
「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」

デジタイゼーション

（Digitization）

アナログ・物理データの

デジタルデータ化

デジタライゼーション

（Digitalization）

個別の業務・製造プロセスの

デジタル化

デジタルトランス

フォーメーション

（ＤＸ）

組織横断／全体の業務・製造プ

ロセスのデジタル化、“顧客視

点の価値創出”のための事業や

ビジネスモデルの変革
１人１台端末の整備は概
ね完了。他方、学校現場
の更なるICT利活用環境の
強化が必要

ICTをフル活用して、学習者主体
の教育への転換や教職員が子供
達と向き合える環境に デジタル社会を見据えた教

育についても検討が必要

※ 2022年4月1日 デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省「教育データ利活用ロードマップ」より

事務職員ができる
校務情報のデータ化等から着手を

校長、教頭が事務職員に期待していること

総務・財務のスペシャリストとして

⇒ 学校運営への参画拡大

⇒ 教員への指導・助言

市町村教育委員会と連携して、

学校の働き方改革や事務効率化を進めるための働き

保護者と教員の信頼関係構築の要としての働き

教育行政・教育事務職のジョブローテーションと研修制度

ジョブローテーション

⇒ 採用後、概ね１０年間を育成期間とし、市町村立学校、県立学校、教育 委員会事務局

といった多様な職域を経験

市町村立学校

教育委員会

事務局
県立学校

様々な業務を経験し
広い視野・知識を持った

職員を育成

熊本県教育委員会が主催する事務職員
関係研修

・新規採用教育行政（教育事務）研修
・４年目教育行政（教育事務）研修
・７年目教育行政（教育事務）研修
・１０年目教育行政（教育事務）研修
・教育行政（教育事務）職員ステップアップ研修
・熊本県ｅラーニング研修
・出前研修
・研究助成金

学校事務センター

小中学校にほぼ一人配置である事務職員が、

事務長（管理職）を中心に「組織」で

事務処理を行う

様々な効果
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県費グループ

グループ長
事務職員

事務職員

事務職員

総務グループ

グループ長
事務職員

事務職員

事務職員

校務改革グループ

グループ長
事務職員

事務職員

事務職員

兼務
センター長

事務長（管理職）

学校事務センター ※イメージ図

拠点校に、週数回
事務職員が集まり、
事務を組織で処理

※グループの内容は市町村で検討し決定

拠点校

連携校
事務職員の
加配措置

学校事務センター

事務運営の効率化

⇒ 事務の集中処理による時間短縮、予算削減

学校事務職員の資質向上

⇒ 事務長による経験の浅い事務職員への指導

専門性やチェック機能の向上

教育の充実

⇒ 教師が行っていた事務業務をセンターで行う

ことで、教員が児童生徒と向き合う時間を確保

学校事務センターの主な効果

学校事務センター

設置年度 設置市町

平成26年度 菊陽町、益城町、阿蘇市、天草市

平成27年度 荒尾市、玉名市、水俣市、錦町

平成28年度 宇城市、山鹿市、氷川町、上天草市

平成29年度 八代市、上天草市

平成30年度 菊池市

令和2年度 南関町

令和3年度 長洲町、人吉市

令和4年度 宇土市、芦北町

19市町に20センターが設置されている

※20人の事務長を配置

今後も増設予定 ⇒ 併せて事務長の登用数を増加

最後に

「チーム」⇒ 同じ目標達成へ向けてサポートし合う集団

「チームとしての学校」が、学校の複雑化した課題解決に不可欠

⇒ 事務職員が「アンテナを多く」して業務改善を進めることが重要


